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申
し
込
み
の
手
続
き

　

あ
な
た
の
預
貯
金
口
座
の
あ
る

取
扱
金
融
機
関
の
窓
口
に
、「
彦
根

市
市
税
等
口
座
振
替
依
頼
書
」	

（
上
・
下
水
道
料
金
の
手
続
き
の
場
合

は
、「
彦
根
市
上
下
水
道
料
金
口
座
振

替
依
頼
書
」）、
預
貯
金
通
帳
、
通
帳

使
用
印
鑑
を
持
っ
て
い
き
、
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。
用
紙
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
業
務
担
当
課
、

出
納

室
（
市
役
所
１
階
）、
市
内
の
各
金

融
機
関
の
窓
口
に
あ
り
ま
す
。

取
扱
金
融
機
関

　

次
の
金
融
機
関
の
、
本
・
各
支

店
（
市
外
の
店
舗
を
含
む
）
で
取
り

扱
い
ま
す
。

▼
滋
賀
銀
行

▼
り
そ
な
銀
行

▼
滋
賀
中
央
信
用
金
庫

▼
関
西
ア
ー
バ
ン
銀
行

▼
近
畿
労
働
金
庫

▼
大
垣
共
立
銀
行

▼
京
都
銀
行

▼
滋
賀
県
信
用
組
合

▼
滋
賀
県
民
信
用
組
合

▼
商
工
組
合
中
央
金
庫

▼
東
び
わ
こ
農
業
協
同
組
合

▼
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
（
郵
便
局
）

振
替
で
き
る
税
目
な
ど

▽
固
定
資
産
税

▽
軽
自
動
車
税

▽
市
県
民
税
（
普
通
徴
収
※
）

▽
国
民
健
康
保
険
料
（
普
通
徴
収
）

▽
介
護
保
険
料
（
普
通
徴
収
）

▽
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
（
普

通
徴
収
）

▽
市
営
住
宅
家
賃

▽
上
・
下
水
道
料
金

▽
し
尿
処
理
手
数
料

▽
下
水
道
受
益
者
負
担
金
・
分
担
金

▽
農
村
下
水
道
使
用
料

▽
保
育
料
（
保
育
所
）

▽
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
負
担
金

※
普
通
徴
収
…
自
ら
が
彦
根
市
か

ら
送
付
さ
れ
た
納
付
書
で
納
め

る
こ
と

納
期
と
振
替
日

　

科
目
ご
と
の
納
期
は
、
下
の
一

覧
表
の
と
お
り
で
す
。
ま
た
、
原

則
と
し
て
、
各
納
期
月
の
最
終
日

に
振
り
替
え
ま
す
。

領
収
の
確
認

　

原
則
と
し
て
、
領
収
通
知
書
の

発
行
は
省
略
し
て
い
ま
す
。
領
収

は
、
預
貯
金
通
帳
の
記
帳
な
ど
に

よ
り
、
振
替
済
で
あ
る
こ
と
を
確

認
し
て
く
だ
さ
い
。

　

軽
自
動
車
税
の
口
座
振
替
を
利

用
し
て
い
る
人
で
、
車
検
が
必
要

な
車
種
の
所
有
者
に
は
、
車
検
用

納
税
証
明
書
を
送
り
ま
す
。

　

領
収
通
知
書
の
送
付
を
希
望
す

る
人
は
、
事
前
に
各
担
当
課
に
お

申
し
出
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先　
①
②
③
（

納
税

課
☎
30-

６
１
０
９
番
）、
④
⑤

⑥（
保
険
料
課
☎
30-

６
１
４
５

番
）、
⑦
（

住
宅
管
理
室
☎
30-

６
１
２
３
番
）、
⑧
（
彦
根
市
上

下
水
道
料
金
お
客
様
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー
☎
27-

２
８
０
２
番
、
上

下
水
道
業
務
課
上
水
道
業
務
係
☎

22-

２
７
２
２
番
）、
⑨
（

生
活

環
境
課
☎
30-

６
１
１
６
番
）、
⑩

（

上
下
水
道
業
務
課
下
水
道
業
務

係
☎
22-

５
４
５
８
番
）、
⑪
（

農
林
水
産
課
☎
30-

６
１
１
８
番
）、

⑫
⑬（
子
育
て
支
援
課
☎
23-

９

５
９
７
番
）

　「
平
日
の
昼
間
に
は
、金
融
機
関
に
行
く
時

間
が
な
い
」「
つ
い
つ
い
納
付
期
限
を
忘
れ
て

し
ま
う
」
そ
ん
な
あ
な
た
に
、
便
利
な
口
座

振
替
制
度
の
利
用
を
お
勧
め
し
ま
す
。

　
口
座
振
替
な
ら
、
納
期
ご
と
に
窓
口
へ
出

向
い
て
い
た
だ
く
必
要
も
、
納
め
忘
れ
の
心

配
も
な
く
、
安
心
で
す
。
一
度
申
し
込
み
の

手
続
き
を
さ
れ
ま
す
と
、
翌
年
以
降
も
継
続

し
て
自
動
振
替
さ
れ
ま
す
。

期
限
は
１
月
31
日
㈫
で
す

償
却
資
産
の
申
告
を

　

償
却
資
産
と
は
、
事
業
の
た
め

に
使
う
こ
と
の
で
き
る
土
地
・
家

屋
以
外
の
資
産
で
、
そ
の
減
価
償

却
費
が
、
法
人
税
法
ま
た
は
所
得

税
法
で
定
め
る
所
得
の
計
算
上
、

損
金
ま
た
は
必
要
経
費
に
算
入
さ

れ
る
資
産
（
※
）
で
す
。（
左
の
表

参
照
）

　

償
却
資
産
は
、
土
地
や
家
屋
と

同
じ
よ
う
に
固
定
資
産
税
の
課
税

対
象
で
す
。
こ
の
よ
う
な
事
業
用

資
産
（
貸
し
付
け
て
い
る
も
の
を
含

む
）
を
市
内
に
所
有
し
て
い
る
人

は
、
毎
年
１
月
１
日
現
在
の
、
そ

の
償
却
資
産
の
所
在
地
、種
類
、数

量
、
取
得
時
期
、
取
得
価
額
、
耐

用
年
数
な
ど
を
申
告
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

※
こ
れ
に
類
す
る
資
産
で
、
法
人

税
ま
た
は
所
得
税
を
課
税
さ
れ

て
い
な
い
人
が
所
有
す
る
資
産

を
含
み
ま
す
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
（
エ
ル
タ
ッ

ク
ス
）
で
申
告
で
き
ま
す

　

窓
口
に
来
ら
れ
た
り
、
郵
送
し

た
り
す
る
手
間
が
省
け
る
だ
け
で

な
く
、
複
数
の
自
治
体
へ
の
申
告

も
一
度
の
送
信
で
で
き
ま
す
。
詳

し
い
申
告
方
法
は
、
エ
ル
タ
ッ
ク

ス
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（http://w

w
w.

eltax.jp

）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先　

税
務
課
資
産

税
係
☎
30-

６
１
３
８
番
、Ｆ
Ａ

Ｘ
22-

１
３
９
８
番

国
民
年
金
保
険
料
の

納
め
忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か

　

国
民
年
金
保
険
料
を
納
め
な
い

ま
ま
に
し
て
お
く
と
、将
来
の「
老

齢
基
礎
年
金
」「
障
害
基
礎
年
金
」

「
遺
族
基
礎
年
金
」
が
受
け
ら
れ
な

い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

平
成
23
年
度
の
国
民
年
金
保
険

料
額
は
、１
か
月
１
万
５
、０
２
０

円
で
す
。納
め
た
保
険
料
は
、全
額

が
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
と
な

り
、
税
金
の
負
担
が
軽
減
さ
れ
ま

す
。
ま
だ
納
付
が
お
済
み
で
な
い

人
は
、
納
付
書
を
ご
用
意
の
う
え
、

至
急
お
近
く
の
金
融
機
関
、
ゆ
う

ち
ょ
銀
行
（
郵
便
局
）
ま
た
は
コ
ン

ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
の
窓
口
で
納

付
し
て
く
だ
さ
い
。

※
納
め
忘
れ
が
な
く
、
納
付
の
手

間
の
か
か
ら
な
い
口
座
振
替
や

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
に
よ
る
納

付
も
で
き
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先　

彦
根
年
金
事
務

所
国
民
年
金
課
☎
23-

１
１
１
４

番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
23-

９
０
３
８
番


